
 
 
１．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の趣旨 
 

東⽇本⼤震災の津波被災地域では復興事業が進捗し、住まいの再建やインフラ整
備は概ね完了したところです。 

⼀⽅で、まちづくりが進められる中で、造成された⼟地の有効活⽤や、津波被災
を受けた低平地の利活⽤が第２期復興・創⽣期間の課題となっています。 

⼟地活⽤の推進に向けては、地域の意向等を踏まえた⼟地利⽤の⽅針が決まって
いない、公有地と⺠有地が混在するなど⼀体的な利⽤がしにくい、事業者とのマッ
チングに難航している等、地区ごとに課題が多岐にわたり、容易に解決を図りづら
いものが残されているところです。 

そこで、復興庁では令和３年度より、地⽅公共団体等が⾏う造成地の賑わいや⼟
地需要の創出、低平地の活⽤の促進等について、復興庁も協働して検討・実践する
ことでこれを強⼒に後押しし、被災地の⼟地活⽤の課題解決を図ることを⽬的とし
た「⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業」※を実施しており、本年度においても同事業の
対象となる地⽅公共団体等を募集します。 

※当該事業を実施するため、復興庁より「第２期復興・創⽣期間における沿岸被災
地の⼟地活⽤の推進に向けたハンズオン⽀援業務」（以下「復興庁発注業務」とい
う。）をコンサルタント（株式会社オオバ）に業務委託している。 

 
 
２．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の対象地域 
 

「津波被害を受けた沿岸被災市町村内の⼟地区画整理事業等の造成地及び防災
集団移転促進事業の移転元地等」とします。 

 

３．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の対象となる応募主体 

被災地における⼟地活⽤等を主体的に進める市町村（以下「関係市町村」とい
う。）、もしくは関係市町村と⺠間団体の連名とし、そのうち⺠間団体は下記
（１）〜（３）の要件を全て満たすものとします。 

復興庁 ⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業 募集要領 



（１）当該団体が法⼈格を有しているか、⼜は法⼈格のない任意の団体のうち
次の①及び②の要件を満たすもの。 

①代表者の定めがあること。 

②団体としての意思決定の⽅法、事務処理及び会計処理の⽅法、並びに責
任者等を明確にした規約その他の規定が定められていること。 

（２）関係市町村との協⼒体制を構築していること、⼜は構築する予定である
こと。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる⽬的とする団体、暴⼒団もしくは暴⼒団員
の統制の下にある団体でないこと。 

 

４．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の対象となる取組み 

下記（１）、（２）のいずれかに該当する取組みを対象とします。 

（１）造成地における⼟地活⽤に向けた取組の検討 

（取組例） 

・⾏政や地域住⺠、まちづくり団体等の官⺠連携による⼟地利⽤計画の策
定や運営⽅策の検討、社会実験等の試⾏的取組の実施 

・商業振興、産業誘致、Uターン・Iターン等の施策と連携した⼟地利⽤ニ
ーズの掘り起こしに向けた検討 

・⼟地の売却等による⼟地の有効活⽤を促進するための⼟地所有者（地権
者）等へのPR⼿法の検討 

・⼟地バンク等のマッチングサポートの仕組みの構築、NPOや不動産業者
等との連携による運営⽅法の検討 

等 

（２）移転元地等における⼟地活⽤に向けた取組の検討 
（取組例） 
・産業誘致等の施策と連携した⼟地利⽤ニーズの掘り起こしに向けた検討 
・農業的⼟地利⽤に向けた検討 
・地域の団体によるコミュニティの形成、地域の活性化等の場としての活

⽤に向けた検討 
・公有地と⺠有地が混在している場合における⼟地の活⽤⽅策の検討 



  等 
 

５．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の対象となる経費 

４．の取組みについて、地域の個別課題を即地的に解決するために実施する下
記（１）〜（６）の検討にかかる経費を対象とします。（（１）〜（５）は全て
の項⽬の実施を求めるものではありません。） 

選定された応募主体は、復興庁インフラ・住宅班、岩⼿、宮城、福島復興局及
び復興庁発注業務の受託業者（株式会社オオバ）と連携して、検討を実施してい
ただくこととなります。なお検討は、応募主体の希望するコンサルタント等を活
⽤して進めることも可能です。 

具体的な検討内容については、⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の対象として選定
後、応募主体の応募内容に基づき、復興庁と相談しながら決めることとなります。 

（１）⼟地活⽤の促進等に取り組む枠組（組織等）の検討 

（２）取組の推進に係る情報の収集や発信にかかる⼿法の検討 

（３）地域住⺠や事業者等の⼟地活⽤ニーズの把握や合意形成 

（４）⼟地活⽤の促進等に関する活動の具体化に向けたプランの検討や試⾏（社
会実験含む） 

（５）その他、⼟地活⽤の促進等に必要な各種取組み 

（６）調査レポートの提出（調査の実施状況について完了時に作成） 

 

また、上記（１）〜（６）の項⽬に関連して、必要に応じ、取組計画の策定⽀援、
取組の進捗管理、各種取組に対する助⾔、専⾨家の派遣や連携先の紹介等のサポー
トを⾏うことを予定しています。 

調査に必要な経費（実費）は、実施予算の範囲内において、復興庁発注業務の受
託業者（株式会社オオバ）が負担します。（上記（１）〜（６）の項⽬に関連する
調査に必要な経費として、１件あたり基本 500 万円以内※と⾒込んでいます。） 

※ ⾦額は応募状況により変更となる場合があります。 
※ 応募主体が、希望するコンサルタント等を活⽤して検討を進める場合、復興庁発注

業務の受託者から、応募主体の活⽤するコンサルタント等に、検討の実施に必要な
経費（実費）が⽀払われます。 

 



 

 

 

 

 

なお、⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業では、施設の設計や整備のみを⽬的とする経
費、既存活動の⽇常的な運営・実施等の経常的な経費等は対象とはなりません。 

 

 
６．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の実施期間 

令和８年１⽉末頃までに実施するものとします。 
 
 

７．⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業の成果 

⼟地活⽤ハンズオン⽀援事業により得られた情報については、個⼈情報に関わる
部分等を除き、復興庁のホームページ等により公表する場合があります。 

また、様々な機会を通じて、ハンズオン⽀援の成果を発表するなど、被災地にお
ける⼟地活⽤の促進等に取り組む地域の参考となるよう、幅広く活⽤していく予定
です。 

 
８．応募について 

応募の際は、別紙様式により応募資料を作成し、下記の提出先まで応募期間内に
電⼦メール送信により提出して下さい。電⼦メール送信後は、必ず資料が届いてい
るか電話にて確認して下さい。 

※必要に応じて参考資料を添付してください。 
 

【提出資料】 応募資料（別添様式） 

【応募期間】 令和７年４⽉７⽇（⽉）〜５⽉９⽇（⾦） 

※５⽉９⽇（⾦）１７︓００必着 

 調査方法 

復
興
庁 

          復興庁発注業務の業務受託者 
・ハンズオン支援の公募、選定に 

 係る事務補助 

・検討の支援 
・ハンズオン支援とりまとめ 

・ノウハウに係るガイドブックへの反映等 

調査 
委託 

ハンズオン支援対象団体 

（地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等） 

被災地の課題に対する 

即地的検討の実施 

実費負担 

成果報告 



【提出先、問い合わせ先】 

（岩⼿県内の団体） 

岩⼿復興局地⽅創⽣班 

住所︓〒026-0004 岩⼿県釜⽯市松原町３丁⽬１０－２２ ⼩澤ビル４階 

電話︓0193-27-5332（平⽇ 8:30〜17:15） 

Mail︓tochikatsuyou.iwate.k5x@fukko.go.jp 

（宮城県内の団体） 

宮城復興局復興まちづくり・被災者⽀援班 

住所︓〒986-0825 宮城県⽯巻市穀町 12-24 シャロンビル 

電話︓0225-21-6005（平⽇ 8:30〜17:15） 

Mail︓tochikatsuyou.miyagi.s2a@fukko.go.jp  

（福島県内の団体） 

福島復興局インフラ企画班 

住所︓〒960-8031 福島県福島市栄町１１－２５ AXC ビル５F 

電話︓024-522-8518（平⽇ 8:30〜17:15） 

Mail︓tochikatsuyou.fukushima.a6e@fukko.go.jp 
 
９．選定について 

（１）選定⽅法 

下記（２）の「選定基準」に従って、上記８．の応募期間内に応募があった者
の中から、４者程度を選定する予定です。 

なお、選定にあたり、応募内容についてヒアリングを実施する場合があります。
また、必要に応じ、追加資料の提出等を求める場合があります。 

（２）選定基準 

（形式審査） 
  ①応募地域が、上記２に掲げる地域であること。 
  ②応募主体が、上記３に掲げる主体であること。 



  ③⽀援対象の取組みが、上記４に掲げる内容であること。 
（内容審査） 

④応募内容が⼟地活⽤ハンズオン⽀援の趣旨に合致していること。 
⑤⼟地活⽤の推進により解決を図りたい地域課題や今取組みを⾏いたいと考え

ている背景等が明確化されていること。（取組⽬的の明確さ） 
⑥⼟地活⽤等を進めていくための取組の⽅向性が⽰されていること。（取組⽅

向の具体性） 
⑦⼟地活⽤等の検討を⾏う準備が整っていること。（応募主体を中⼼とした検

討を⾏う体制が具体的に⽰されている）（取組む体制の準備）なお、関係市
町村においては庁内の検討体制を構築していること、⼜は構築する予定であ
ることを基本とする。 

 
（３）選定結果の通知 

選定の結果については、令和７年６⽉初頭を⽬途に、選定された応募主体に対
し書⾯により通知する予定です。 

 
 
１０．参考 

復興庁が作成した「被災市街地における⼟地活⽤の促進等にかかるガイドブッ
ク」及び過年度の実施概要は、復興庁ＨＰ
（http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-
15/index.html）の「２．住宅再建・復興まちづくりのモデル事例等」に掲載して
います。 

 


